
【市内青少年関係団体用】2023.4

オルタナの森・Minoh（教学の森）を活用した団体支援制度について

市内の青少年関係団体が、「オルタナの森・Minoh」(青少年教学の森野外活動セン

ター)を活用した青少年健全育成団体活動をこれまでどおり継続して実施できるよ

う、交付金による支援制度を創設しました。

（１）対象について

対象：原則、箕面の子どもを対象とした自然体験・野外活動を含めた青少年健全育成

活動

対象団体：市登録こども会、リーダークラブ、ボーイ・ガールスカウト、

青少年を守る会、青少年指導員、民生委員児童委員連絡協議会、市内の就学

前施設・公立小・中の PTA 及び保護者会

その他、箕面市の子どもを対象としてもみじだより等で広く募集し、自然体験・

野外活動を実施する事業で、これまでの活動実績があり、政治的・宗教活動や営

利活動を行わないもの（教育委員会で審査します）※1

（２）交付金の額

【交付金額計算式】利用料・取消料－自己負担基準額×参加人数

上記（１）の※１の事業は、高校生以下の参加者に係る分のみ交付します。

（３）申請方法

施設の利用予約後に青少年育成室（窓口）へ申請してください。

■ 問合せ先 : 箕面市教育委員会事務局 青少年育成室 (TEL)072-724-6968 (MAIL)seishonen@maple.city.minoh.lg.jp
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一人/一泊/一日あたり 本館宿泊 第 1宿泊 第 2宿泊 第 3宿泊 管理棟 2階 日帰(自炊場)

施設利用料(平均) 4,366円 2,405円 2,738円 1,341円 3,866 円 2,000 円

自己負担基準額 800円 300円 400円 200円 500 円 300 円

参加者名簿等の提出

概
算
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付

（原則、事業実施の 1～3ヶ月前まで） （事業実施の 1ヶ月後まで）

参加者名簿等の提出

【Ｑ＆Ａ】

Ｑ１.交付金を受けるのに金額や回数の制限はありますか。

Ａ１.金額や回数に制限はありません。今までと変わらず、青少年健全育成活動のために何回で

もご利用いただけます。

Ｑ２.その他事業の条件に「箕面市の子どもを対象としてもみじだより等で広く募集」とありま

すが、具体的にどのくらいの範囲で募集すればよいですか。

Ａ２.もみじだよりで全市に募集、あるいは小学校 1校区以上で学校にチラシを用いて募集し

ていること、が条件となります。

（裏面へつづく）



【市内青少年関係団体用】2023.4

（４）「オルタナの森・Minoh」サイト別利用料金及び自己負担基準額について

・閑散期は、1月、2月、3月、6 月、11 月、12 月とし、繁忙期は 4月、5月、7 月、8月、9月、10 月とします。

・平日は、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日（ただし、祝日は除く。）とし、休日は、土曜日、日曜及

び祝日とします。宿泊の場合の利用日は、チェックイン日とします。

・管理棟宿泊室と第 1キャンプ場については、利用料金に寝袋使用料金を加算した額を交付金の対象とします。

本館：宿泊棟（インドアキャンプ）、レストラン

管理棟1階：カフェレストラン、2階：オルタナキャン

ピングスペース、3階：シアタールーム、屋上：ルーフ

トップカフェ

第1キャンプ場：リビングキャンプ（常設キャビンテン

ト付き）

第2キャンプ場：ロッジキャンプ

第3キャンプ場：フリーキャンプ


